
別紙３ 

仕  様  書（変更） 

 

１ 件名  

    旧運行室・制御機器室設備の解体・撤去作業 

 

２ 作業概要 

    この仕様書は、施設整備に伴い、平成３０年１０月３０日をもって放送設備としての役

割を終え、学園において今後使用することはない旧設備の撤去を行うものである。 

 

３ 作業場所 放送大学学園放送研究資料棟他（千葉市美浜区若葉２丁目１１） 

 

４ 作業期間 

    作業期間は、契約後から令和元年９月３０日まで。 

    作業は原則日勤帯とするが、放送に影響を及ぼすおそれのある電源・信号ケーブル等の

撤去に関しては放送休止期間に実施する。 

 

５ 請負範囲 

（１） 別紙１の棟別平面図１～４に示す、制御機器室・運行室・デジタル放送機器室に

設置されている運行操作卓、モニター棚及びラック等の解体、撤去。その他、棟

別平面図１～４に示す部屋については、ケーブルの撤去及び別紙２の廃棄対象機

器等の搬出を行う。 

（２）（１）の卓、棚、ラック等に内蔵された機器の取り外しと撤去。 

  （３）（１）の卓、棚、ラック等及び内蔵された機器に接続された不要となる電源ケーブ

ル、映像ケーブル、音声ケーブル、制御ケーブル等の撤去。      

    （４）主調整室のラック等の撤去後に穴の開いているフリーアクセスフロア用パネル(支

給品)、カーペットタイル(支給品)の交換。 

（５）（１）～（３）の撤去物の搬出、輸送。 

（６）一部残置するラックの耐震措置。 

（７）撤去物搬出、移動後の各部屋の清掃。 

（８）（１）～（７）を実施するための現場事前調査。 

（９）その他関連する作業。 

  別紙に示した撤去物等は学園の都合により追加、変更する場合がある。 

 

６ 本業務の従事者 

（１） 本業務に従事する従事者は十分な経験と技能を有するものとし、業務中は作業責

任者及び安全管理者を常駐させること。 

  （２）本業務の責任体制を明確にした作業責任者、安全管理者、従事者の氏名等の資料を



 

事前に提出し、了解を得ること。 

 

７ 実施工程表 

  （１）請負者は、本業務に先立ち、実施工程表（作業全体工程、作業内容等）及び関連資

料（作業責任者、従事者名簿等）を作成し、学園担当者に提出すること。 

  （２）音出し作業がある場合は、番組制作、運用勤務者などに支障がないよう、学園担当

者と協議して実施工程を決定すること。 

  （３）実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合には、学園担当者に報告するととも

に、業務に支障がないよう適切な措置を講ずること。 

 

８ 作業管理 

（１）請負者は予め作業体制表、安全管理組織表等を学園担当者に提出すること。 

（２）請負者は作業従事者に対し、安全管理を徹底すること。 

（３）作業中に問題が生じた場合は、作業を中断し、不具合の処置を講ずること。 

 

９ 応急処置等 

    本業務の結果、運用中の放送設備などに影響を及ぼし又は、及ぼすことが想定される場

合には、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに学園担当者に報告する

こと。 

 

１０ 関係法令等の遵守 

     請負者は、業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂

行を図ること。 

 

１１ 本業務に伴う注意事項 

（１）請負者は本業務の実施に先立ち、学園担当者と十分打ち合わせを行い、作業日、搬

出日、作業時間帯及び学園の放送関連設備の安定運用に留意し、事故の無いよう万    

全を期すこと。 

（２）本業務の実施に先立ち、作業責任者は、作業前に旧設備の系統、接続、概観、工程

表、付属品及び予備品一覧表などを把握し、必要に応じて現調を実施し、疑問点・

不明点を解消すること。 

（３）本業務の実施にあたっては、既存の建物、設備、機器などに損傷を与えないように

適切な養生を行うこと。 

（４）廃材置き場等のスペースが必要な場合は、学園担当者と協議すること。 

（５）工具、廃材などの搬出入は、工程表に基づき事前に搬出入経路・搬出入時間・施設

の使用など学園担当者と十分打合せのうえ、実施すること。 

（６）学園担当者の指示に従いながら、放送業務に支障がないよう十分注意して作業を実



 

施すること。 

（７）請負者は現場の安全と放送業務の運行に対して十分に注意を払って本業務を実施

し、万一放送事故発生の際は応急処置を行うとともに学園担当者の指示に従うこ

と。 

（８）放送障害の原因が究明され、同様の障害が他にも発生する恐れのある場合は、学園

担当者と別途協議の上、予防保全の措置を講じること。 

（９）作業日ごとに作業開始・終了時には学園担当者と作業連絡会を開き、作業内容・実

施結果等について連絡･報告を行うこと。 

（１０）作業責任者は、他の従事者に対して作業内容を十分に説明し、各人の役割分担を

明確にし、当日の作業内容を従事者全員で確認すること。 

（１１）作業責任者は、当日の放送状況（放送終了時刻／開始時刻、単体機器の放送時刻

等）を学園担当者に確認し、従事者全員に周知すること。 

（１２）当日の他の業者による学園側工事作業の有・無の確認など、作業実施上の制約条

件を確認すること。 

（１３）作業を確実に実施するため、学園担当者とともに撤去対象物についてマーキング

を行った後、作業を実施すること。 

（１４）撤去機器、棚板等の電源があらかじめＯＦＦされているかどうかを確認すること。

ＯＮの場合は、作業責任者のもとに複数の従事者で指差し確認を行うとともに、学

園担当者及び運用勤務者へ声かけして、注意喚起してからＯＦＦし、放送障害時の

バックアップができるようにすること。 

（１５）撤去作業における撤去対象ケーブルの確認とマーキングを行うこと。 

（１６）運用中のケーブルと接続されている撤去機器があるため、十分確認して作業する

こと。 

（１７）撤去作業でケーブルの切断を行う場合は、２名以上の従事者で指差し確認を行う

とともに、学園担当者及び運用勤務者へ声かけをして注意喚起すること。 

（１８）作業責任者は、作業進捗状況を常に把握し、終了予定時刻を越えそうな時は、学

園担当者と協議し、速やかに中止／継続の判断をすること。 

（１９）作業終了後は必ず、作業現場の後かたづけ清掃を行うこと。 

（２０）本業務における工具及び廃材類の保管および取扱いは、全て請負者の責任におい

て行い、常に整理整頓を行うこと。 

（２１）出入り時ならびに作業時の服装は、清潔にして節度あるものとして、他人に不快

感を与えないように配慮すること。 

（２２）廃材等は占有を許可された場所以外に放置しないこと。 

（２３）指定箇所以外への通行は禁止し、作業上必要といえども他室への出入りは事前の

許可なく行わないこと。 

（２４）電動工具などの作業用電源は、学園が指定した場所（一般用電源）を利用するこ

と。 



 

（２５）通路等では通行者の安全を確保すること。 

（２６）作業場所を離れる場合は、室内の消灯、コンセント・プラグの引抜きなど、不在

時の電気事故防止に万全を期すこと。 

（２７）万一、災害発生の際は、直ちに学園担当者に連絡する。なお、緊急の場合は守衛

室（043-298-3441）にも連絡すること。 

 

１２ 廃棄物の収集場所について 

撤去品は、請負者において責任をもって適切に搬出し、本学園敷地内の学園が指定し

た場所に収集すること。 

 

１３ 検査 

   本作業終了後、学園担当者の立会いのもとに、検査を行う。 

 

１４ 報告 

   本業務終了後は報告書を提出すること。 

 

１５ 損害賠償 

     本業務に当たり、請負者が故意又は過失により造営物に対する損傷、道路等の損傷お

よび第三者に損傷を与えた場合は、直ちに学園担当者に連絡すること。損傷に対する

補償は請負者の負担とする。また、造営物などに損傷を与えた個所は、すみやかに原

形に修復すること。 

 

１６ 本仕様書について疑義が生じた場合には、双方協議のうえ、これを解決するものとす 

る。 

 

１７ 補則 

（１）検査終了後３ヶ月以内に本業務の不備によって事故等が発生した時は、速やかに無

償で修復すること。 

  （２）原則として本業務に必要となる工具類及び消耗品等一切の機材は請負者の負担と

する。なお、学園備え付けの工具類が必要な場合は、使用許可を得ること。 

（３）請負者は、業務の全部について、一括して第三者に請け負わせたり、再委託して

はならない。また、業務の一部を第三者に対して請け負わせたり再委託する場

合、請負者は、あらかじめ、所定の事項について学園に申請した上で、承諾を得

なければならない。 

 


